
こ
れ
か
ら
の
季
節
は
空
気
が
乾
燥

し
火
災
が
発
生
し
や
す
い
気
候
と
な

り
ま
す
。
ま
た
、
暖
房
器
具
を
使
用

す
る
機
会
が
増
え
る
こ
と
か
ら
、
住

宅
で
の
火
災
が
発
生
し
や
す
い
傾
向

に
あ
り
ま
す
。

〜
掛
け
替
え
の
な
い
命
と
大
切
な
財

産
を
火
災
か
ら
守
る
た
め
に
〜

火
災
発
生
件
数
で
最
も
多
い
の
が

建
物
火
災
で
す
。
市
内
で
昨
年
34
件

の
火
災
が
発
生
し
ま
し
た
が
、
そ
の

う
ち
建
物
火
災
が
20
件
と
全
体
の
約

６
割
を
占
め
て
い
ま
す
。

火
災
は
大
切
な
財
産
を
一
瞬
の
う

ち
に
灰
に
し
て
し
ま
う
だ
け
で
な
く
、

そ
こ
に
住
ん
で
い
る
掛
け
替
え
の
な

い
命
ま
で
も
奪
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

出
火
を
未
然
に
防
ぐ
た
め
に
次
の

３
つ
の
習
慣
を
身
に
付
け
て
お
く
こ

と
が
大
切
で
す
。

○
寝
た
ば
こ
は
、
絶
対
に
や
め
る

○
ス
ト
ー
ブ
は
、
燃
え
や
す
い
も
の

か
ら
離
れ
た
位
置
で
使
用
す
る

○
ガ
ス
こ
ん
ろ
な
ど
の
そ
ば
を
離
れ

る
と
き
は
、
必
ず
火
を
消
す

〜
火
災
の
早
期
発
見
が
鍵
〜

住
宅
火
災
を
未
然
に
防
ぎ
、
自
分

の
身
を
守
る
た
め
に
も
次
の
４
つ
の

対
策
が
有
効
で
す
。

○
逃
げ
遅
れ
を
防
ぐ
た
め
に
、
住
宅

用
火
災
警
報
器
を
設
置
す
る

○
寝
具
や
衣
類
、
カ
ー
テ
ン
か
ら
の

火
災
を
防
ぐ
た
め
に
、
防
炎
品
を

使
用
す
る

○
火
災
を
小
さ
い
う
ち
に
消
す
た
め

に
、
住
宅
用
消
火
器
な
ど
を
設
置

す
る

○
お
年
寄
り
や
身
体
の
不
自
由
な
人

を
守
る
た
め
に
、
隣
近
所
の
協
力

体
制
を
つ
く
る

身
の
回
り
で
火
災
を
防
ぐ
ポ
イ
ン

ト
は
他
に
も
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。

ぜ
ひ
、
こ
の
機
会
に
再
確
認
し
て
み

ま
し
ょ
う
。
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耐
震
改
修

対
象
家
屋

昭
和
57
年
１
月
１
日
以

前
に
建
築
さ
れ
、
平
成
27
年
12
月

31
日
ま
で
に
建
築
基
準
法
に
基

づ
く
現
行
の
耐
震
基
準
に
適
合
す

る
耐
震
改
修
工
事
を
行
っ
た
住
宅

減
税
額

１
戸
当
た
り
１
２
０
㎡
ま

で
を
限
度
と
し
て
、
改
修
工
事
が

完
了
し
た
年
の
翌
年
度
分
の
固
定

資
産
税
の
２
分
の
１
の
額

省
エ
ネ
改
修

対
象
家
屋

平
成
20
年
１
月
１
日
以

前
に
建
築
さ
れ
、
平
成
28
年
３
月

31
日
ま
で
に
現
行
の
省
エ
ネ
基
準

に
適
合
す
る
改
修
工
事
を
行
っ
た

住
宅

減
税
額

１
戸
当
た
り
１
２
０
㎡
ま

で
を
限
度
と
し
て
、
改
修
工
事
が

完
了
し
た
年
の
翌
年
度
分
の
固
定

資
産
税
の
３
分
の
１
の
額

バ
リ
ア
フ
リ
ー
改
修

対
象
家
屋

平
成
19
年
１
月
１
日
以

前
に
建
築
さ
れ
、
平
成
28
年
３
月

31
日
ま
で
に
要
件
に
あ
る
い
ず
れ

か
の
改
修
工
事
を
行
っ
た
住
宅

要
件

①
廊
下
の
拡
幅
②
階
段
勾
配

の
緩
和
③
床
の
段
差
解
消
な
ど

減
税
額

１
戸
当
た
り
１
０
０
㎡
ま

で
を
限
度
と
し
て
、
改
修
工
事
が

完
了
し
た
年
の
翌
年
度
分
の
固
定

資
産
税
の
３
分
の
１
の
額

住
宅
改
修
の
減
額
申
告

改
修
工
事
終
了
後
３
カ
月
以
内
に

改
修
工
事
内
容
が
確
認
で
き
る
書
類

な
ど
を
税
務
課
資
産
税
係
へ
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。

11
月
９
日(

土)

〜
15
日(

金)

消
す
ま
で
は
　
心
の
警
報
　
Ｏ
Ｎ
の
ま
ま

秋
季
全
国
火
災
予
防
運
動

問
い
合
わ
せ
　
防
災
対
策
課
消
防
係
1
内
線
３
３
６
３

地域防災訓練を実施します
市では、地域防

災計画に基づき、

いざというときの

適切な対応と防災

意識の高揚を図る

ため、学校区単位

で地域防災訓練を実施しています。

今年は下久屋町、上久屋町、久屋原町、横塚

町を対象に実施します。ぜひ、ご参加ください。

また、訓練当日はサイレン音などの騒音が予

想されますが、ご理解とご協力をお願いします。

とき 11月17日(日)午前９時

ところ 沼田東中学校校庭

訓練内容 避難(誘導)訓練、各種初期消火訓練、

応急手当訓練、物品配布訓練、炊き出し訓練

問い合わせ 防災対策課防災係1内線３３６２へ

税務署からのお知らせ 住
宅
改
修
に
伴
う

固
定
資
産
税
の
減
額
制
度
に
つ
い
て

問
い
合
わ
せ
　
税
務
課
資
産
税
係
1
内
線
３
１
４
６

次
の
改
修
工
事
で
一
定
の
要
件
を
満
た
す
も
の
は
、
翌
年
度
分
の
固
定
資
産
税

の
一
部
が
減
額
さ
れ
ま
す
。

問い合わせ　沼田税務署個人課税部門1○22２１３１

来年１月から事業(営業・農業)所得、不動産所得、

山林所得を有する白色申告の全ての人に、記帳と記

録保存義務が生じることになりました。

税務署では、記帳・保存義務の内容や具体的な記

帳の仕方などについて説明会を開催しますので、ぜ

ひ、ご参加ください。日程は下表のとおりです。

記帳説明会を開催します

税務署では、青色申告決算書・白色申告収支内訳

書の作成方法や作成に当たっての注意点などについ

て説明会を開催しますので、ぜひ、ご参加ください。

日程は下表のとおりです。

青色・白色申告決算等説明会を開催します

とき ところ 対象

11月26日(火)

10:00～
11:30 利根沼田県民局

１階101会議室

営業所得、または不動
産所得を有する人
(農業所得を除く)

農業所得を有する人
13:30～
15:00

11月27日(水)

11月28日(木)

１月15日(水)

１月20日(月)

月夜野農村
環境改善センター

片品村役場
２階農林研修室

川場村役場
２階大集会室

昭和村公民館
多目的ホール

営業所得、農業所得、
不動産所得を有する人

13:30～
15:00

とき ところ 対象

12月11日(水)

12月12日(木)

10:00～
12:00

13:30～
15:30

10:00～
12:00

13:30～
15:30

利根沼田県民局
１階101会議室

営業所得、または不動産所
得を有する人(青色)

農業所得を有する人(青色)

営業所得、または不動産所
得を有する人(白色)

農業所得を有する人(白色)

国
民
年
金
保
険
料
を
社
会
保
険
料

控
除
と
し
て
申
告
す
る
際
に
は
、
一

年
間
に
納
付
し
た
国
民
年
金
保
険
料

を
証
明
す
る
書
類
を
添
付
す
る
こ
と

が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の

た
め
、
国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
額

を
証
明
す
る「
社
会
保
険
料(

国
民
年

金
保
険
料)

控
除
証
明
書
」が
日
本
年

金
機
構
か
ら
送
ら
れ
ま
す
。
年
末
調

整
や
確
定
申
告
の
手
続
き
に
は
、
こ

の
控
除
証
明
書
、
ま
た
は
国
民
年
金

保
険
料
の
領
収
書
が
必
要
に
な
り
ま

す
の
で
大
切
に
保
管
し
て
く
だ
さ
い
。

家
族
の
国
民
年
金
保
険
料
を
納
付

し
た
場
合
も
、
納
付
し
た
本
人
の
社

会
保
険
料
控
除
の
申
告
に
加
え
る
こ

と
が
で
き
ま
す
の
で
、
家
族
宛
て
に

送
ら
れ
た
控
除
証
明
書
を
添
付
し
て

申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ

控
除
証
明
書
専
用
ダ

イ
ヤ
ル
1
０
５
７
０(

０
７
０)

１

１
７
へ

年
末
調
整
や
確
定
申
告
に
は
社
会
保

険
料
控
除
証
明
書
な
ど
が
必
要
で
す

市役所 123－2111524－5179 白沢町振興局 153－2111553－2188 利根町振興局 156－2111556－367411

沼田市伝統文化活性化実行委員会では、市の重要無形

民俗文化財に指定されている伝統芸能の公演を行います。

地域で受け継がれてきた特色ある伝統芸能を楽しんでく

ださい。入場は無料です。

とき 11月10日(日)午後１時

ところ 上之町会館

出演団体 沼田祇園囃子保存会連合会／平出歌舞伎保存

会／沼須人形芝居あけぼの座

子どもたちによる伝統芸能の発表会を行います。地域

の特色ある伝統芸能を楽しみ、日本文化への関心や理解

を深めてみませんか。入場は無料です。

とき 11月24日(日)午後１時

ところ 中央公民館４階ホール

出演団体 二荒太鼓／中町祇園囃子保存会・組ｋｉｄｓ

(沼田祇園囃子保存会連合会)／平出こども歌舞伎／伝

統文化日本舞踊こども教室／沼須人形芝居こども教室


